
○給付実績を活用した情報
（例）
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9970100010
Ｊ支援事業所

9970100009
Ｉ支援事業所

9970100008
Ｈ支援事業所

9970100007
Ｇ支援事業所

9970100006
Ｆ支援事業所

9970100005
Ｅ支援事業所

9970100004
Ｄ支援事業所

9970100003
Ｃ支援事業所

9970100002
Ｂ支援事業所

9970100001
Ａ支援事業所

支援事業所別認定者の要介護度の変化
送付先番号：990001　サービス提供年月：200408

・更新認定及び区分変更がなされた被保険者の状況把握
更新認定被保険者のデータを基に、支援事業所ごとに要介護度の重度化または改善の状況
について、要介護度が１つ重くなったケースを＋１、軽くなったケースを－１として各支
援事業所の平均値を算出したもの。

改善

重度化

重度化してしまった被保険者が多い支援事
業所については、サービス計画や受給者本
人の状況を確認する必要がある。



○医療情報との突合
（例）

医療給付情報突合リスト

平成 18 年 1 月 突合分
保険者番号 000001

保険者名

介護情報 医療情報

9000000006 ｲﾘｮｳﾊﾅｺ 9910000003 □□事業所 女 1917/10/01 52 老健施設 31 2005/10/01 100000 00000001 9900006 ｲﾘｮｳﾊﾅｺ 2005/10 医科 9999999999 入院 31 100000 0000325 0000000000507 W03255072

9000000006 ｲﾘｮｳﾊﾅｺ 9910000003 □□事業所 女 1917/10/01 17 福祉貸与 20 2005/10/01 2005/10/20 1000 00000001 9900006 ｲﾘｮｳﾊﾅｺ 2005/10 医科 9999999999 入院 31 100000 0000325 0000000000507 W03255072

9000000005 ｺｸﾎﾀﾛｳ 9900000001 ○○事業所 男 1916/05/25 17 福祉貸与 20 2005/10/11 2005/10/31 1000 00000001 9900005 ｺｸﾎﾀﾛｳ 2005/10 医科 9999999999 入院 15 10000 0001912 0000000000503 V19125034

○○市

管理番号被保険者番号
事業所番号

※１
事業所名

※１
被保険者名

明細番号
(綴順)

保険
単位数
※１

入院
区分

医療機関
ｺｰﾄﾞ

給付
点検

診療
実日
数

決定点
数

(金額)
生年月日

ｻｰﾋﾞｽ
ｺｰﾄﾞ
※１

ｻｰﾋﾞｽ名
※１

保険
日数
※１

老人保健
市町村番号

老人保健
受給者番号

診療
年月

請求番号
(冊番)

入所（入院・開始）
年月日 ※１

退所（退院・中止）
年月日 ※１

性
別

点数表
老人保健
受給者名

月を通じて（31日分）介護の老
人保健施設入所にかかる請求が
ある

月を通じて医療の入院（31日
分）に係る請求がある

重複（31日）

介護の福祉用具貸与について20
日分の請求がある

重複（20日）
月を通じて医療の入院（31日
分）に係る請求がある

介護の福祉用具貸与について20
日分の請求がある

医療の入院(15日分）に係る請
求がある

重複（4日）

重 複 請 求 の
可 能 性 が 高 い



縦覧点検

（例）

501111 1000000002 ｶｲｺﾞｼﾞﾛｳ 22 H18.6 H18.7 5070000001 サービス事業所０１ 2 H18.6.1 現物 *01 17-8001 車椅子貸与特地加算 1 200

501111 1000000002 ｶｲｺﾞｼﾞﾛｳ 22 H18.7 H18.10 5070000001 サービス事業所０１ 2 H18.6.1 現物 *01 17-8001 車椅子貸与特地加算 1 200

平成 18年 7月　提供分

基  　　本  　　情  　　報 明　細　／　特　定　情　報

老人保健
市町村番号

老人保健
受給者番号事業所

状態
様式
番号

入所（院）
年月日※１

退所（院）
年月日※２

現物/
償還

縦覧
区分

認定有効期間
（開始年月

日）
備考証記載

保険者番号
被保険者番号 被保険者氏名

要介護
状態区分

サービス
提供年月

審査年月 事業所番号 事業所名称
サービス

又は識別番号※３
サービス名称

日数/
回数

単位数 摘要欄

512000 1010101011 ｶｲｺﾞﾀﾛｳ H18.6 H18.7 5070022222 サービス事業所２２ 5070022222 サービス事業所２２ 7 30 現物 43 居宅介護支援 840

512000 1010101011 ｶｲｺﾞﾀﾛｳ H18.6 H18.7 5070011111 サービス事業所１１ 10 H18.4.1 30 30 現物 53 介護療養施設 30,000

平成18年 6月　提供分

日数/
回数※４

サービス
単位数

備考
現物/
償還

サービス サービス名称
単位数
※４

開始年月日
入所年月日※３

退所年月日
※３

実日数
※１※３

受給可能
日数※２※３

支援事業所
番号

支援事業所名称
様式
番号

審査年月 事業所番号 事業所名称
事業所
状態

証記載
保険者番号

被保険者番号 被保険者氏名
サービス
提供年月

月を通じて介護療養施設に入所している

入所年月日が同一 貸与開始月に１回算定可能なサービス

重 複 請 求 の
可 能 性 が 高 い

入所している場合は、居宅
介護支援費は算定できない

居宅介護支援の請求がある

○複数月の請求に対するチェック

○複数事業所からの請求に対するチェック



個別の居宅介護支援事業所の計
画内容に関する検証

Ｓｔｅｐ３

計画内容に偏りや問題がある居
宅介護事業所の把握

Ｓｔｅｐ２

計画内容の都全域・圏内での傾
向や偏りの把握

Ｓｔｅｐ１

○東京都では東京都国保連合会独自のケアプラン分析システム（モニタ
リングシステム）による分析結果を各保険者にＣＤ－ＲＯＭにより情
報提供（ＥＸＣＥＬ形式）している。

○その情報を基に、保険者で指導等の必要な事業所等の選定を行い、実
際の指導等に役立てている。

効果的に業務
を支援

個別事業所分析シート（分析レ
ポート）で事業所の傾向を把握
し問題発見を支援

散布図から偏りのある事業所を
発見し、個別事業所分析シート
（分析レポート）を表示

グラフの散布図による都全域・
圏内での偏りの把握を支援

東京都国保連合会独自システム（ケアプラン分析システム）の概要

東京都における連合会独自システムの活用

取り組み事例の紹介（２）



ケアプラン分析システムのイメー
ジ



【実践例】
○東京都Ｆ区

・区民や事業者からの情報提供を基に、国保連合会独自システム等のデ
ータを参考にして指導対象を選定。

・１７年度が１５業者（居宅介護支援６カ所、訪問介護６カ所、居宅療
養管理指導５カ所、グループホーム３カ所、老人保健施設１カ所）実
地指導を実施。１１業者で不適切な請求を確認。

・指導の実施による他事業者への牽制効果が大きい。
［成果］

※返還請求額 約１，６７０万円
○東京都Ｇ区

・苦情、告発などを手がかりに指導対象事業所を絞り込む。その際に主
として「給付実績を活用した情報」を活用。

・１７年度は、４事業者（居宅介護支援事業所３カ所、訪問介護事業所
４カ所）に実地指導を実施。何らかの不適切支出を確認。

［成果］
※返還請求額 約１，２５０万円

○東京都Ｈ区
・国保連合会からのデータを区独自に加工。
・１７年度は４８カ所の居宅介護支援事業所及び訪問介護事業所を指導。
［成果］

※返還請求額 約２７０万円（その他過誤調整による返還あり）
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【サービス種類】



訪問介護事業所の主な取消事由（重複該当あり）

（平成１２年４月から平成１８年３月まで）

１００１０００ケアマネ事業所に対する金銭供与

３０１１０１０３級ヘルパーによるサービス提供

１６５２８０１０利用者負担の免除

２１７２１０２００対象外サービスの提供

２１５２９３２０同居家族に対するサービス提供

３９５６１２１１３２無資格者によるサービス提供

４０１１７１２７３０人員基準違反

４１１０９１３７２０虚偽の指定申請

７９１８１７２６１１４３架空、時間や回数の水増しによるサービス提供

合計Ｈ１７Ｈ１６Ｈ１５Ｈ１４Ｈ１３Ｈ１２不正の内容

１００１０００ヘルパー事業所からの金銭授与

５１０３１００要介護認定調査における無資格者の訪問調査

２０６２６５１０アセスメント、給付管理が未実施もしくは不適切

２２５６１８２０人員基準違反

３０５５４９７０虚偽の指定申請

４１７１０１５７２０架空、不適切なケアプランの作成

５４７１４９１３１１０無資格者によるケアプラン作成

合計Ｈ１７Ｈ１６Ｈ１５Ｈ１４Ｈ１３Ｈ１２不正の内容

居宅介護支援事業所の主な取消事由（重複該当あり）

（平成１２年４月から平成１８年３月まで）



指導結果の状況

平成17年度実地指導における是正改善指摘率

0.6%
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12.9%
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79.1%

0.4%

7.3%

9.0%

13.6%

31.1%

79.8%

0.3%

3.9%

8.3%

8.9%

23.1%

75.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

基本方針

変更の届出

設備に関する基準

人員に関する基準

介護給付費の算定
及び取扱い

運営に関する基準

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設



基本的な認識

○平成１８年４月より改正介護保険制度が発足し、指定及び監督等の事務について大幅に変更

・新たに市町村が地域密着型サービス等の指定及び監督事務を実施
・指定の欠格事由、指定の取消要件が追加
・指定の更新性が導入
・指導監督に関して勧告、改善命令等が追加

○制度改正後の事業実施を円滑に推進するためには

事業者の「サービスの質の確保と向上」が制度改正の大きな柱。利用者
支援の観点から事業所及び施設に、新たに「介護サービス情報」の報告
義務が課せられる。

が適切に実施されることが重要。

・都道府県及び市町村において行われる指定事務
・制度改正後の監督規定に則した業務



○平成１８年４月に高齢者虐待防止法が施行

このことを踏まえ、介護サービス事業者等の業務に従事する者に対しても、
高齢者への身体的、心理的、経済的等の虐待防止について適切な対応方法の
指導が求められる。

（「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」）

見直しの考え方

このため

・適切な指定及び管理が行われる事務執行体制の確立
・指導指針、監査指針の全面改正を行い、機動的な監督体制の確保
・不正受給や悪質な運営基準違反を重点とした監督体制の強化

を図ることが必要である。



 

 

  

集
団
指
導 

制度管理の適正化のための指導については、都道府県（老健施設にあっては政令指定都市、中核市等）及び

市町村で下記の重点事項を踏まえて指導を実施。 

 
 

 

 

 

 

実地指導については、施設サービス、居宅サービスを行う事業者及び施設に対し、原則、都道府県及び 
市町村が実施。必要に応じ厚生労働省（本省及び地方厚生局）との合同により実施。 

  

運
営
指
導 

○高齢者虐待防止、身体拘束禁止等の観点から、虐待や身体拘束のそれぞれの行為についての理解の 
促進、防止のための取り組みの促進について指導を行うとともに、個別ケアを推進するため個々の 
利用者について個別のケアプランに基づいたサービス提供の一連のプロセスについてヒアリングを 
行い、生活支援のためのアセスメントとケアプラン等が適切に行えるよう指導する。 
※著しい運営基準違反が確認された場合    生命の危険がある場合 → 監査へ変更 
（虐待、身体拘束 等）          生命の危険がない場合 → 一般行政指導（必要に応じ過誤調整） 

 
 
 

 

 

 
 

指 

導 

第
23
条
・
第
24
条
に
基
づ
く 

実
地
指
導 

報
酬
請
求
指
導 

○各種加算等について、報酬基準等に基づき体制は確保されているか、個別ケアプランに基づきサービス 
提供がされているか、他職種との協働は行われているかなど届け出た加算等に基づいた運営が適切に 
実施されているかをヒアリングし、請求の不適正な取扱いについて是正を指導する。 
※報酬請求に不正が確認された場合    著しく悪質な請求と認められる場合 → 監査へ変更 

上記以外の場合        → 一般行政指導(必要に応じ過誤調整) 

 

 

 

 

  
 情報  

     

 

 

行政指導 行政処分 効果 

監 

査 

 
過誤調整 返還金（22 条） 返還金＋加算金（22 条） 経済上の措置 

①指定事務の制度説明 
 →「指定及び指定の更新に係る欠格事由、指定の更新制の説明」 
②改正介護保険法の趣旨・目的の周知及び理解の促進 
 →「監査指導の権限行使の考え方、事業規制、情報の公表制度の仕組み等の説明」 
③介護報酬請求に係る過誤・不正防止 
 →「都道府県国保連と連携した介護報酬請求事務の講習」 

適
正
化 

制
度
管
理
の 

指導にあたっての基本的方針 効果 

ケ
ア
の
実
現 

よ
り
よ
い 

従
わ
な
い
と
き 

命
令
に 

遵守すべき事項が明確にされてい
る場合においては、意見陳述のた
めの手続きを省略できる。 

◆
改
善
命
令
◆ 

◆
改
善
勧
告
◆ 

◆ 

報
告
等(

実
地
検
査)

 

◆ 

※
第
76
条
等 ※

第
76
条
の
2
第
1
項
等 

基準違反

の発覚

期限内に勧
告に従わな
かったとき 

※
第
76
条
の
2
第
3
項
、
第
4
項
等 

◆ 

公
示 

◆ 
改善報告書

改善勧告に至らない場合 

◆公表◆ 
※第 76 条の 2 第 2 項等 

↓
聴
聞
・
弁
明
の
機
会
を
付
与

不
利
益
処
分
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
手
続 

○利用者・家族等から
の通報、内部密告 

 
○国保連、地域包括支
援センターに寄せら
れる苦情 

 
○「介護サービス情報
の公表」の拒否等の
情報 

 
○保険者が独自に行う
介護給付費分析から 
特異傾向を示す事業者
情報 

◆指定の取消◆

◆指定の効力の全部 
又は一部停止◆

※第 77 条、第 78 条の 9、第 84 条、 
第 92 条、第 104 条、第 114 条、 
第 115 条の 8、第 115 条の 17、 
第 115 条の 26 

※条文は指定の取消と同じ 
＜利点＞ 

①不適正な部分のみサービスの
停止ができるといった柔軟性 

②不正請求の事実の証拠固めを
するための報告徴収や検査を
十分に行うことができる。 

の
適
正
化 

介
護
保
険
給
付 

正当な理由なく期限
内に勧告に係る措置
をとらなかったとき 

必ずしも公表する
必要はない 

都道府県・市町村が実施する指導監督の在り方について

※「介護保険施設等の指導監督について」（平成18年10月23日老発第1023001号厚生労働省老健局長通知）


